
船舶事故調査報告書 

令和７年７月２３日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和６年５月１７日 ０４時３８分ごろ 

発生場所 長崎県対馬市厳原
いづはら

港 

 耶良
や ら

埼灯台から真方位２７０°２４０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°１１.７′ 東経１２９°１７.７′） 

事故の概要  貨物フェリーフェリーなぎさは、着岸操船中、係留中の貨物フェ

リーフェリーたいしゅうに衝突した。 

事故調査の経過 令和６年７月３日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物フェリー フェリーなぎさ、２,５５８トン 

１４１８４３、株式会社三浦造船、壱岐・対馬フェリー株式会

社（船舶借入人、Ａ社） 

Ｂ 貨物フェリー フェリーたいしゅう、１,０８３トン 

１４１５３９、対州海運株式会社 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、三級（航海） 

Ｂ 船長Ｂ、四級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 右舷後部外板に亀裂を伴う擦過傷（写真１参照） 

 

 

 

 

写真１ Ａ船の損傷状況（Ａ社提供） 



Ｂ 右舷船尾部外板に擦過傷（写真２参照） 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西、風力 ４、視界 良好 

海象：海上（港内） 平穏、潮汐 ほぼ高潮時 

下対馬地方には、令和６年５月１５日１０時５３分に強風注意報が

発表され、また、同日１５時４１分に波浪注意報が発表され、本事故

当時、いずれも継続中であった。 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａほか８人が乗り組み、乗客５人を乗せ、車両２５台

等を積載し、厳原港に向けて福岡県福岡市博多港を出港した。 

Ａ船の厳原港における入港は、厳原港厳原４号岸壁（以下、岸壁の

名称については「厳原港厳原」を省略する。）に、船首を南東に向け

て左舷着け係留しているＢ船の南西方を通過し、４号岸壁の北西側に

隣接した３号岸壁に船首を北西に向けて右舷着け係留するものであっ

た。 

船長Ａは、Ｂ船の南西方を通過する際の船間距離について、風によ

りＢ船側に圧流される可能性がない場合は約５０ｍ、圧流される可能

性がある場合は約１００ｍと判断していた。 

船長Ａは、本事故当日、強風がしだいに弱まるという気象情報を入

手しており、入港１時間前にＡ社対馬支店から、厳原港内では西の風

約６m/s との報告を受けていた。 

船長Ａは、ふだん、西の風約１５m/s が連吹している状態の場合、

船間距離を約１００ｍとしていたが、厳原港入港前に風向風速計で確

認したところ、西の風約１０m/s であったので、Ｂ船側に圧流される

可能性がないと判断し、船間距離を約５０ｍとすることとした。 

船長Ａは、厳原港港口を通過して減速を開始し、内防波堤を通過

後、機関を中立として惰力により本船を３号岸壁に向けて北西進させ

写真２ Ｂ船の損傷状況（Ａ社提供） 



ていたところ、突然、西方から瞬間風速*1約２０m/sの風を受け、Ａ船

が東方へ圧流された。 

Ａ船は、船長Ａが、Ｂ船側に圧流されないようバウスラスターを左

一杯、右舵一杯、可変ピッチプロペラの翼角１０°（微速相当）とし

て操船したものの、Ａ船の右舷後部がＢ船の右舷船尾部に衝突した。 

船長Ａは、３号岸壁着岸後、本事故の発生を海上保安庁へ通報した。 

Ｂ船は、船長Ｂほか５人が乗り組み、４号岸壁に係留中、Ａ船が衝

突した。 

（図１、写真３ 参照） 

Ａ船のバウスラスターは、横風の風速が１５m/s 以上になると風上

側に回頭させることができなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*1 「瞬間風速」とは、風速の３秒間の平均を表し、平均風速(１０分間の平均)の１.５倍から３倍以上となることも

ある。 

青：強風時のコースライン 

黒：通常時のコースライン 

赤：本事故時の圧流された航跡（推定） 
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図１ 事故発生状況図 
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写真３ Ａ船及びＢ船の係留状況 

Ａ船 Ｂ船 



分析 Ａ船は、厳原港において、強風注意報が発表されている状況下、着

岸操船中、船長Ａが、事前に入手した気象情報からＢ船側に圧流され

るほどの風が吹く可能性がないと判断し、通常の入港時と同様に、Ｂ

船と約５０ｍの船間距離で通過しようとしたことから、西方からの突

風を受けて東方に圧流され、右舷後部がＢ船の右舷船尾部に衝突した

ものと考えられる。 

船長は、次のことから、Ｂ船側に圧流されるほどの風が吹く可能性

がないと判断したものと考えられる。 

(1) 本事故当日、強風がしだいに弱まるという気象情報を入手して

いたこと。 

(2) 入港１時間前にＡ社対馬支店から、厳原港内では西の風約６m/s

との報告を受けていたこと。 

(3) 厳原港入港前に風向風速計で西の風約１０m/s であることを確認

したこと。 

Ｂ船は、係留中、Ａ船が衝突したものと考えられる。 

原因 本事故は、厳原港において、強風注意報が発表されている状況下、

Ａ船が着岸操船中、船長Ａが、事前に入手した気象情報からＢ船側に

圧流されるほどの風が吹く可能性がないと判断し、Ｂ船と安全な船間

距離を確保しなかったため、西からの突風を受けて東方に圧流され、

Ａ船が係留中のＢ船に衝突したものと考えられる。 

再発防止策  Ａ社は、本事故発生後、次の再発防止対策を講じた。 

・船長は、港湾内では、海上と異なる風向き、風速、うねりがある

ということを再認識し、全船員において意識の徹底を図る。特

に、風向及び風速及びについては、沿岸荷役作業員とのコミュニ

ケーションを図り、正確な情報を把握すること。 

・船長は、不測の突風が発生することを想定し、風で船体が押し寄

せられても、安全な距離を常に確保して着岸作業を行うことを徹

底すること。 

・船長は、風向き、風速、うねり、波高を総合的に判断し、着岸困

難と判断した場合、無理をせず、しばらく入港待機するか、運航

管理責任者へ打診すること。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、強風注意報が発表されている状況下、着岸操船を行う場

合、強風に圧流される可能性を考慮して他船及び岸壁から安全な

距離をとること。 

 


